
固
定
資
産
課
税
台
帳
の
縦
覧

自
己
の
所
有
す
る
土
地
・
家
屋
の
評
価
額
が
適

正
か
判
断
す
る
た
め
、
縦
覧
期
間
中
に
限
り
他

の
資
産
と
比
較
で
き
ま
す　

※
自
己
資
産
確
認

の
た
め
の
閲
覧
は
、
年
間
を
通
し
て
可
能

A
4
月
1
日
㈭
〜
30
日
㈮
（
土
・
日
曜
日
、
祝

日
を
除
く
）

G
納
税
義
務
者
本
人
で
あ
る
こ
と
を
確
認
で
き

る
も
の
（
運
転
免
許
証
な
ど
）　

※
代
理
人
は
、

こ
の
他
に
委
任
状
が
必
要

B
I
資
産
税
課　

J
(84)
4
0
7
3

排
水
設
備
等
改
造
資
金
貸
付
制
度

C
下
水
道
が
使
用
で
き
る
区
域
内
に
家
屋
を
持

ち
、
く
み
取
り
便
所
を
水
洗
ト
イ
レ
に
改
造
さ

れ
る
方　

※
新
築
・
増
改
築
と
法
人
は
対
象
外

 

貸
付
額 

住
宅
1
戸
に
つ
き
60
万
円
以
内
（
う
ち
、

大
工
工
事
費
4
万
円
以
内
）
無
利
子

 

返
済 

貸
付
の
翌
月
か
ら
5
年
間
の
60
カ
月
均
等

割
償
還
（
原
則
と
し
て
預
金
口
座
振
替
）

 

貸
付
条
件 ●

市
民
税
、
固
定
資
産
税
、
下
水
道

事
業
受
益
者
負
担
金
に
滞
納
が
な
い
●
連
帯
保

証
人
が
1
人
必
要
（
年
齢
・
所
得
制
限
あ
り
）　

※
貸
付
申
請
手
続
き
は
、
市
指
定
の
排
水
設
備

工
事
事
業
者
が
代
行

I
上
下
水
道
部
総
務
課　

J
(32)
6
6
2
8

苫
小
牧
市
立
地
企
業
サ
ポ
ー
ト
事
業

補
助
金

■
職
場
環
境
改
善
事
業

雇
用
促
進
や
人
材
確
保
を
目
的
と
し
た
職
場
環

境
の
整
備
に
係
る
設
備
投
資
の
一
部
を
補
助

 

募
集
期
間 

5
月
28
日
㈮
ま
で　

※
選
定
委
員
会

に
よ
り
決
定

 

上
限
額 

300
万
円　

※
補
助
率
は
2
分
の
1
、
大

企
業
は
3
分
の
1

■
人
材
確
保
支
援
事
業

就
職
セ
ミ
ナ
ー
な
ど
の
出
展
経
費
を
補
助

 

上
限
額 

道
外
の
説
明
会
＝
30
万
円
、
道
内
の
説

明
会
＝
20
万
円
、
W
ｅ
ｂ
説
明
会
＝
30
万
円　

※
予
算
額
に
達
し
次
第
終
了

■
事
業
拡
大
・
販
路
拡
大
支
援
事
業

展
示
会
、
商
談
会
な
ど
の
出
展
経
費
を
補
助

 
上
限
額 

道
外
の
展
示
会
＝
30
万
円
、
道
内
の
展

示
会
＝
20
万
円　

※
予
算
額
に
達
し
次
第
終
了

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

H
I
4
月
1
日
㈭
か
ら
港
湾
・
企
業
振
興
課

（
HP
で
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
可
）
で
配
布
の
交
付
申

請
書
を
直
接　

港
湾
・
企
業
振

興
課　

J
(32)
6
4
3
8　

※
郵

送
不
可

建
築
指
導
課
か
ら
の
お
知
ら
せ

①
住
宅
耐
震
・
リ
フ
ォ
ー
ム
支
援
事
業

住
宅
の
リ
フ
ォ
ー
ム
資
金
を
金
融
機
関
か
ら
融

資
を
受
け
た
方
に
、
そ
の
利
子
の
一
部
を
市
が

補
助

 

支
援
限
度
額 

金
融
機
関
か
ら
の
融
資
額
650
万
円

（
耐
震
改
修
・
補
助
工
事
を
伴
わ
な
い
場
合
は

500
万
円
）

 

支
援
方
法 

金
融
機
関
と
の
契
約
利
率
の
う
ち
、

市
は
1.5
％
の
利
子
補
給

②
木
造
住
宅
耐
震
改
修
等
補
助
金
交
付
事
業

木
造
住
宅
の
耐
震
診
断
、
耐
震
設
計
お
よ
び
耐

震
改
修
に
要
す
る
費
用
の
一
部
を
市
が
補
助

 

補
助
金 

耐
震
診
断
、
耐
震
設
計
補
助
金
＝
上
限

10
万
円　

耐
震
改
修
補
助
金
＝
上
限
60
万
円

③
住
宅
無
料
耐
震
診
断

一
戸
建
て
木
造
住
宅
の
無
料
耐
震
診
断
を
行
い

ま
す

 

対
象
住
宅 

次
の
条
件
を
満
た
す
市
内
の
一
戸
建

て
木
造
住
宅
●
階
数
が
2
階
建
て
以
下
●
延
べ

床
面
積
が
500
㎡
以
下
●
申
込
者
が
当
該
住
宅
を

所
有
●
昭
和
56
年
5
月
31
日
以
前
に
着
工
さ
れ

た
も
の　

※
プ
レ
ハ
ブ
・
枠
組
壁
工
法
住
宅
は

除
く

G
住
宅
の
図
面

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

H
I
①
②
4
月
1
日
㈭
か
ら　

建
築
指
導
課　

春
の
火
災
予
防
運
動　

 

期
間 

4
月
20
日
㈫
〜
30
日
㈮　

 

統
一
標
語 

そ
の
火
事
を　

防
ぐ
あ
な
た
に　

金
メ
ダ
ル　

I
予
防
室　

J
(84)
5
0
2
6

直接水道業者に電話し、修理を依頼してください。アパートや
借家にお住まいの方は、まず大家さんなどにご相談ください。
事業者名簿は市HPからご覧になれます

水道修理の申し込み 検索水道修理　かかりつけ

検索苫小牧　水道撤去

水道を利用していた家屋の解体を行う前には、別途水道設備の
撤去の届け出や工事が必要となります。なお、水道設備の撤去
は解体事業者ではできませんので、市指定の給水装置工事事業
者に依頼してください。詳しくは市HPをご覧ください

家屋解体時の届け出

水道修理の申し込み、
家屋解体時の届け出

I水道管理課J（32）6696（平日昼間）J（32）6111（左記以外）

広報とまこまい  令和3（2021）年・4月 18

広告

　　　　J電話番号　Kファクス　MEメールアドレス
市役所のHPアドレス、住所、連絡先などは
30ページをご覧ください。


